
￥

【
問
合
せ
】学
事
担
当
／
５
階　

☎（
３
２
２
８
）５
４
５
９　

FAX（
３
２
２
８
）５
６
８
０

ど
ん
な
場
合

手
続
き
・
取
扱
窓
口

転
出
す
る
場
合

在
籍
校
で
在
学
証
明
書
と
教
科
用
図
書
給
与
証
明
書
を
受
け
取
り
、
新
住

所
地
の
教
育
委
員
会
ま
た
は
学
校
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

転
入
し
た
場
合

転
居
し
た
場
合

区
役
所
１
階
住
民
記
録
担
当
ま
た
は
地
域

事
務
所
で
、
転
入
学
通
知
書
を
お
渡
し
し
ま

す
。
同
通
知
書
と
前
籍
校
発
行
の
在
学
証

明
書
、
教
科
用
図
書
給
与
証
明
書
を
、
指

定
さ
れ
た
学
校
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

　
春
は
入
学
や
就
職
、
転
勤
な
ど
節
目
の
季
節
。
区
役
所
で
は
3
月
か
ら

4
月
に
か
け
て
、
引
っ
越
し
に
関
係
す
る
届
け
出
が
集
中
し
、
普
段
よ
り

も
手
続
き
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

　
で
き
る
も
の
か
ら
早
め
に
手
続
き
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

☆
代
理
人
が
手
続
き
を
す
る
場

合
に
は
、
委
任
状
な
ど
が

必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
あ
ら
か
じ
め
各
担
当
へ

問
い
合
わ
せ
を

運
転
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

な
ど

例
手
続
き
右
記
の
本
人
確
認
書
類
と
と
も
に

必
要
な
書
類

届
出
期
間

転
出
届
加
入
者
は

●
国
民
健
康
保
険
証

●
介
護
保
険
証

中
野
区
外
へ
引
っ
越

す
日
の
14
日
前
か
ら

☆
郵
送
で
も
可

転
入
届

●
通
知
カ
ー
ド
、
持
っ
て
い
る
方
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

●
前
住
地
の
区
市
町
村
発
行
の「
転
出
証
明
書
」

●
国
外
か
ら
帰
っ
て
き
た
時
は
、
世
帯
全
員
の

パ
ス
ポ
ー
ト
、
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
の
附
票

中
野
区
に

引
っ
越
し
て
き
た
日

か
ら
14
日
以
内

転
居
届

●
通
知
カ
ー
ド
、
持
っ
て
い
る
方
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

加
入
者
は

●
国
民
健
康
保
険
証

●
介
護
保
険
証

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証

区
内
で

引
っ
越
し
を
し
た
日

か
ら
14
日
以
内

手
続
き
に
は
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す

区
役
所
で
は
夜
間
・
休
日
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す

　

区
役
所
の
窓
口
受
付
時
間

は
、
原
則
と
し
て
平
日
の
午

前
８
時
半
～
午
後
５
時
で
す

が
、
転
入
・
転
出
届
な
ど
一
部

の
手
続
き
で
は
、
夜
間
・
休
日

窓
口
を
利
用
で
き
ま
す
。

☆
い
ず
れ
も
、
他
自
治
体
へ
の

照
会
・
確
認
が
必
要
な
場
合

等
は
受
け
付
け
不
可

郵
送
に
よ
る
転
出
届

転
出
届
の
入
手
方
法　
区
「
く

ら
し
・
手
続
き
」→「
戸
籍
・
住
民

票
・
登
録
」→「
開
庁
時
間
に
こ
ら

れ
な
い
方
へ
」か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

郵
送
先　

転
出
届
を
本
人
が
記

入
し
、
本
人
確
認
書
類
の
コ
ピ
ー

と
返
信
用
封
筒（
宛
先
を
記
入

し
、
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）を
同

封
し
て
中
野
区
役
所
住
民
記
録

担
当
／
〒
164
︱
８
５
０
１（
住
所

不
要
）へ

☆
必
要
事
項
を
記
入
し
た
便び

ん

箋せ
ん

な
ど
を
郵
送
し
て
も
手
続
き
可

能
。
転
出
届
の
書
き
方
、
届
け

出
の
方
法
や
必
要
書
類
な
ど
に
つ

い
て
詳
し
く
は
、
住
民
記
録
担
当

へ
問
い
合
わ
せ
を

地
域
事
務
所
所
在
地

電
話
番
号

南
中
野

弥
生
町
５
︱
11
︱
26
☎（
３
３
８
２
）１
４
５
７

東
部

中
央
２
︱
18
︱
21

☎（
３
３
６
３
）０
７
５
２

江
古
田

江
原
町
２
︱
３
︱
15
☎（
３
９
５
４
）６
８
１
２

野
方

野
方
５
︱
３
︱
１

☎（
３
３
３
０
）４
２
０
１

鷺
宮

鷺
宮
３
︱
22
︱
５

☎（
３
３
３
０
）４
１
１
２

地
域
事
務
所
は
5
か
所

受
付
日
時　

平
日
の

午
前
８
時
半
～

午
後
５
時

住
所
変
更
に
よ
る

主
な
手
続
き

（
住
民
異
動
届
）

【
問
合
せ
】住
民
記
録
担
当
／
１
階　

☎（
３
２
２
８
）５
５
０
０　

FAX（
３
２
２
８
）５
６
５
３

☆
区
役
所
1
階
住
民
記
録
担
当
の
他
、
地
域
事
務
所（
５
か
所
） 

で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す

☆
住
所
地
に
か
か
わ
ら
ず
、
ど
の
地
域

事
務
所
で
も
受
け
付
け
可

受
付
日
時
と
可
能
な
手
続
き

①
毎
週
火
曜
日
＝
午
後
８
時
ま
で
。
転
入
・

転
出
な
ど
の
住
民
異
動
届
、
印
鑑
登
録
・
廃

止
の
手
続
き

②
毎
週
日
曜
日
＝
午
前
９
時
～
午
後
４
時
。

転
入
・
転
出
な
ど
の
住
民
異
動
届
の
預
か
り

☆
②
で
は
届
け
出
同
日
の
住
民
票
の
発
行
や

印
鑑
の
廃
止
・
登
録
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

転
出
証
明
書
は
翌
開
庁
日
に
郵
送
し
ま
す

　未納のまま転出した場合は、
新しい住所地に納付書などを
郵送します。引っ越し前にもう
一度確認しましょう。
☆特別な事情があり納付が難
しい方は、早めに相談を

【問合せ】
特別区民税・都民税（住民税）
＝納税担当／３階
　☎（３２２８）８９２４
　FAX（３２２８）５６５２
国民健康保険料
＝国保徴収担当／２階
　☎（３２２８）５５０９
　FAX（３２２８）５６５５
保育料
＝入園相談担当／３階
　☎（３２２８）８９６０
　FAX（３２２８）５６６７

住民税・保険料・保育料

区役所１階総合窓口の混雑状況を
スマートフォンやパソコンなどで
ご覧になれます
戸籍住民管理運営担当／１階
☎（３２２８）８８１８　FAX（３２２８）５６５３
　混雑を避け、待ち時間を有効に活用するため
の確認に、区 からご利用ください。

①お出かけ前など　自宅や外出先で、その時点
での窓口混雑状況を確認できます。
②区役所に到着後は　まず、受付発券機で番号
札を発券します。札の二次元コードをスマートフォ
ン等の携帯端末で読み取ると、自分の番号が呼
び出されているか確認できます。

確認できる内容は

納めていますか

【
問
合
せ
】国
保
資
格
賦
課
担
当
／
２
階　

☎（
３
２
２
８
）５
５
１
１　

FAX（
３
２
２
８
）５
６
５
５

ど
ん
な
場
合

10
ペ
ー
ジ
の「
本
人
確
認
書
類
」と

と
も
に
必
要
な
書
類

届
出
期
間

取
扱
窓
口

職
場
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
場
合

（
国
保
を
や
め
る
）

●
国
民
健
康
保
険
証

●
職
場
の
健
康
保
険
証

  （
ま
た
は
加
入
証
明
書
）

●
世
帯
主
の
通
知
カ
ー
ド（
ま
た
は

  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）

上
記
の
こ
と
が
あ
っ
た

日
か
ら
14
日
以
内

●
区
役
所
2
階

  

国
保
資
格
賦
課
担
当

●
地
域
事
務
所

☆
短
期
証
、
資
格
証

明
書
を
持
っ
て
い
る
方

の
受
け
付
け
は
区
役
所

の
み

職
場
の
健
康
保
険
を

や
め
た
場
合

（
国
保
に
加
入
す
る
）

●
健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書

  （
ま
た
は
退
職
証
明
書
、
離
職
票
）

●
世
帯
主
の
通
知
カ
ー
ド（
ま
た
は

  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）

☆
離
職
時
に
65
歳
未
満
で
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者
ま
た
は
特
定
理
由
離
職
者
と

認
め
ら
れ
た
方
は
、
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
を

【
問
合
せ
】国
民
年
金
担
当
／
１
階　

☎（
３
２
２
８
）５
５
１
４　

FAX（
３
２
２
８
）５
６
５
４

対
象

手
続
き
・
取
扱
窓
口

国
民
年
金
加
入
者

国
外
へ
転
出
す
る
方
、
国
外
か
ら
転
入
し
た
方
は
手
続
き
が
必
要
。
区
役
所
1
階
国

民
年
金
担
当
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
受
給
者

原
則
と
し
て
区
役
所
へ
の
届
け
出
は
不
要
。
た
だ
し
、
日
本
年
金
機
構
に
届
け
出
て

い
る
住
所
が
住
民
登
録
地
と
異
な
る
方
は
、
新
し
い
住
所
地
を
所
管
す
る
年
金
事
務

所
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

お
子
さ
ん
に
関
係
す
る

手
当
や
助
成
の
主
な
手
続
き

【
問
合
せ
】後
期
高
齢
者
医
療
担
当
／
２
階　

☎（
３
２
２
８
）８
９
４
４　

FAX（
３
２
２
８
）５
６
６
１

ど
ん
な
場
合

手
続
き

☆
い
ず
れ
も
、
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要

取
扱
窓
口

転
出
す
る
場
合

保
険
証
を
お
返
し
く
だ
さ
い
。
都
外
へ
転
出
す
る
方
に
は
、「
負

担
区
分
等
証
明
書
」を
発
行
し
ま
す
。

●
区
役
所
１
階

  

住
民
記
録
担
当

●
地
域
事
務
所

転
入
し
た
場
合

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
加
入
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
都
外
か
ら
転
入
し
た
場
合
は
、
前
住
地
発
行
の「
負
担
区
分

等
証
明
書
」が
必
要

HP
詳しく

で

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

区
立
小
・
中
学
校
の

転
校
手
続
き

国
民
年
金
に
関
す
る
手
続
き

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

手
続
き

就
職
・
離
職
に
よ
る

国
民
健
康
保
険
の
手
続
き

手
続
き

取
扱
窓
口

問
合
せ

児
童
手
当

●
区
役
所
３
階
子
ど
も
総
合
相
談
窓
口

●
地
域
事
務
所

●
す
こ
や
か
福
祉
セ
ン
タ
ー

子
育
て
窓
口
／
３
階

☎（
３
２
２
８
）５
４
８
４

FAX（
３
２
２
８
）５
６
５
７

乳
医
療
証

子
医
療
証

児
童
育
成
手
当

●
区
役
所
３
階
子
ど
も
総
合
相
談
窓
口
手
当
・
医
療
費
助
成
担
当
／
３
階

☎（
３
２
２
８
）８
９
５
２

FAX（
３
２
２
８
）５
６
５
７

児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

ひ
と
り
親
医
療
証

引
っ
越
し
等
の
手
続
き
は
お
早
め
に
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